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 農薬取締法改定（2018 年）に伴い、昨年より農薬再評価が開始されました。“最新の科

学的根拠が必要”であると農薬取締法改定の資料に明記されており、再評価対象の農薬に関

する公表学術文献が広く収集され、再評価に使用される事と理解されます。 

 

この再評価の過程において、文献の評価目的に対する「適合性の判断」（①）、文献の

「信頼性の確認」（②）、その結果としての「評価対象となる文献の選別」（③）、は再評価

に資する科学的な情報の内容を左右する重要な手続きであります。 

現状の再評価のガイドラインに於いては、この①②③の段階が事務局において実施さ

れ、③の選抜の結果のみが再評価委員会に提示される事と規定されています。選抜から漏

れた文献で委員会の委員が重要と認めた文献については、委員からの指摘を以て初めて再

評価の資料に追加される事が規定されています。しかし、委員会の委員は文献の選別過程

を把握できていないため、必要な文献を独自に調査することを要求されている状況にあり

ます。 

また、傍聴者やパブリックコメントを寄せる第三者も独自に文献を調査する事が要求さ

れている状況にあります。 

日本内分泌撹乱物質学会理事会は、再評価の上記①②③の段階を透明性を担保した状況下

で履行することを要求致します。すなわち、再評価委員会の公開の場において、事務局か

ら委員及び傍聴者に対して①②③の段階に供するために（委託先で収集した分も含めて）

収集した全ての文献のリストを提示すると共にその選抜理由を報告し、最終的に再評価委

員会の責任において①②③の段階の結果を決定する、という手順を踏むことを要求致しま

す。その為に必要となるならばこの手順を遵守する内容に現状のガイドラインを改訂する

ことを要求致します。 

tel:03-6277-0095

